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 (2) 中山間地域における買物の動き 

◆自家用車を運転する人がいない高齢者世帯等の買物行動 

 中山間地域では、徒歩や自転車で行ける距離（1.5km 以内）では比較的商店が少ないため、移動販

売車などの買物支援サービスや公共交通機関が買物において重要な役割を果たしています。また、近

くに別居している家族がいないケースが都市部よりも多く、近所の助け合いで対応している傾向があ

ります。 

■ 自家用車を運転する人がいない高齢者世帯等の買物の方法 

 
資料：地域密着型の商業連携モデル検討報告書（平成 23 年、三重県） 

 

◆自家用車を運転する人がいない高齢者世帯等にとって、大きな役割を果たしているもの、拡充

を求めるもの 

 中山間地域では、移動販売車が買物において大きな役割を果たしており、今後も拡充を求める意見

が多くなっています。配達サービスは、現在は大きな役割を果たしてはいませんが、潜在的なニーズ

が高いことがうかがえます。 

 自宅から商店までの移送サービスは、現況は地理的条件からタクシーを利用しにくいことや、過疎

地有償運送などのサービスが充実していませんが、住民ニーズは高くなっています。 

 徒歩・自転車で行ける商店については、現在は大きな役割を果たしていますが、近隣の商店の数が

減少していることや、特定の商店のみでは幅広い商品が購入できないと感じているためか、拡充を求

めるウェイトとしては、配達サービスや移送サービスよりも低くなっています。 

■ 中山間地域における買物で大きな役割を果たすものと、今後の拡充ニーズ 

 
資料：地域密着型の商業連携モデル検討報告書（平成 23 年、三重県） 

地域密着型の商業連携モデル検討報告書で示す中山間地域： 

平成 20 年度に三重県と県内 10 市町などで実施された「県と市町の新しい関係づくり協議会」の部会で整理された中山間地域等（過疎、山村振興、

特定農山村、農林統計区分上の山間・中間農業地域をあわせたもので、市街地、住居専用地域およびこれに準ずる地域を除いている）を指します 
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１－３ 交通基盤・サービスの状況 

(1) 道路網の状況 

◆高速道路網 

 県内の高速道路網は、昭和 40 年（1965 年）に名阪国道が開通して以降、県北中部を中心に順次整

備が進んでおり、平成 25 年度末の時点で、総延長は 245km、そのうち 4 車線以上の道路延長は 169km

となります。 

 整備が遅れていた県南部においても、平成 18 年（2006 年）に勢和多気 JCT～大宮大台 IC 間の開

通以降、順次延伸され、平成 26 年 3 月には紀伊長島 IC～海山 IC 間が完成し、勢和多気 JCT～尾鷲

北 IC 間が全通します。また、接続する熊野尾鷲道路も平成 25 年 9 月に三木里 IC～熊野大泊 IC 間が

完成したことで、尾鷲南 IC～熊野大泊 IC 間が供用されました。 

 

■ 現在整備中の自動車専用道路と開通予定 

道路名 区間 開通（予定） 

紀勢自動車道 紀勢大内山 IC～紀伊長島 IC 平成 25 年 3 月 24 日開通 

熊野尾鷲道路 三木里 IC～熊野大泊 IC 平成 25 年 9 月 29 日開通 

紀勢自動車道 紀伊長島 IC～海山 IC 平成 26 年 3 月 30 日予定*1 

新名神高速道路 四日市 JCT～四日市北 JCT 平成 27 年度予定*2 

東海環状自動車道 東員 IC～四日市北 JCT 平成 27 年度予定*2 

新名神高速道路 四日市北 JCT～亀山西 JCT 平成 30 年度予定*2 

東海環状自動車道 東員 IC～養老 JCT（岐阜県） 平成 32 年度予定*2 

*1：国土交通省中部地方整備局紀勢国道事務所 

*2：中日本高速道路「高速道路開通情報」 
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◆一般道路網 

 県内の一般道路の改良率は平成 24 年 4 月時点で全国平均の 60.3%を約 8 ポイント下回る 51.9%と

なっています（道路統計年報 2013）。高速道路網の整備と比べ、道路網の改良は遅れています。平成

24 年の三重県道路交通渋滞対策推進協議会では、「地域の主要渋滞箇所」として、一般道路 129 箇所、

高速道路 6 箇所を選定するなど、多くの場所で渋滞が発生しています。 

 また、高速道路のインターチェンジへのアクセス性が悪い地域が県内には多くあるため、高速道路

インターチェンジへのアクセス性向上が必要です。 

 県では渋滞の解消およびアクセス性の向上や安全性の向上などを図るため、平成 23 年 6 月に公表

した「道路整備方針」に基づいて計画的に道路整備が進められています。 

 

■ 県内の道路実延長と改良率の推移 

  
資料：道路統計年報（国土交通省） 

 

■ 県内の主要渋滞箇所数 

 合計 エリアで指定 区間で指定 単独箇所で指定 

一般道路 129箇所 5エリア 

（計 69箇所） 

3区間 

（8箇所） 

52箇所 

高速道路 本線：5箇所（中部 4県では 19箇所） 

IC出入口：1箇所（中部 4県では 23箇所） 

資料：「地域の主要渋滞箇所」の公表について（平成 25 年、国土交通省） 
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■ 県内の主要渋滞箇所図（一般道） 

 
資料：「地域の主要渋滞箇所」の公表について（平成 25 年、国土交通省記者発表資料） 
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◆県内の主な道路の交通量の推移 

 県内の主な道路の交通量の 20 年間の推移を見ると、高速道路では全体的に増加傾向にあり、特に

東名阪自動車道の四日市 JCT から亀山 JCT までの間では、伊勢湾岸自動車道と新名神高速道路の供

用によって、大幅に交通量が増加しました。 

 一方、一般道路では、高速道路網の延伸によって、近年は交通量が減少傾向にあります。 

 

■ 県内の主な道路の交通量の推移（平成 2 年～平成 22 年） 

 
資料：道路交通センサス箇所別基本表（平成 22 年、国土交通省）より作成 
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地域間幹線系統確保維持費補助金、車両減価償却費等補助金（国との協調補助） 

○交付先 

乗合バス事業者  

○補助対象  

＜地域間幹線系統確保維持費補助金＞  

次の要件を満たす見込みの路線  

・三重県生活交通確保対策協議会が策定した「生活交通ネットワーク計画」に掲載され

ている  

・平成 13 年３月 31 日時点の複数市町村にまたがっている  

・広域行政圏の中心市町村等への需要に対応して設定されている  

・１日あたりの運行回数が３回以上  

・１日あたりの輸送量が 15～150 人  

・１日あたりの複数市町村（平成 13 年３月 31 日時点の）をまたぐ利用が 30％または

10 人以上  

・経常収益が経常費用に達していない（赤字路線）  

＜車両減価償却費等補助金＞  

上記路線を運行するために購入した低床型車両の減価償却費  

○交付額・補助率  

＜地域間幹線系統確保維持費補助金＞  

次のいずれか少ない額の 1/2 以内  

・経常費用見込額－経常収益見込額  

・経常費用見込額の 9/20  

＜車両減価償却費等補助金＞  

購入車両（購入費の上限：１両につき次の額）の減価償却費の 1/2  

・実費購入予定費－１円（備忘価額）  

・ノンステップ型 1,500 万円、ワンステップ型 1,300 万円、小型車両 1,200 万円 

 

第３種生活路線運行費補助金（市町との協調補助）※平成 24 年度で廃止 

○交付先 

乗合バス事業者  

○補助対象  

 平均乗車密度５人未満のバス路線を維持するため、バス事業者に補助金を交付する市

町に対して、交付額の１／２を補助。 

 補助期間は原則１～３年。この間に路線の存続について地元で協議し、その結果、市

町村自らが廃止代替バスを運営することにより路線を維持することに決定した場合は

市町村自主運行バス維持制度により、その維持を支援する。 
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市町村自主運行バス等維持費補助金 ※平成 25 年度で廃止 

○交付先 

自主運行バスを運営する市町 

○補助対象  

＜運行費補助金＞  

次の要件を満たす路線  

・道路運送法の許可または登録を受けて市町が運営する自主運行バス等  

・国の補助を受けていない  

・輸送対象又は輸送目的が特定されていない  

・収支率 10％（過疎・準過疎地域は５％）以上   

＜車両減価償却費等補助金＞  

上記路線を運行するために購入した低床型車両の減価償却費  

○交付額・補助率  

＜運行費補助金＞  

次のいずれか少ない額の 1/8以内（上限：平成 15年３月 31日時点の１市町村につき 2,000

万円）  

・実車走行キロ×106 円  

・経常欠損額（運送欠損額） 

 

 

ＮＰＯ等運営バス支援補助金 

○交付先 

ＮＰＯ等によるバス運営に補助する市町 

○補助対象  

次の要件を満たす路線  

・ＮＰＯ等による、事業者に運行委託する乗合バス運営または過疎地有償運送  

・道路運送法の許可または登録を受けている  

・国の補助を受けていない  

・輸送対象または輸送目的が特定されていない  

・経常収益が経常費用に達していない（赤字路線）  

・運行維持のため市町がＮＰＯ等に補助金を交付している  

・新規導入から３年以内 

○交付額・補助率  

次のいずれか少ない額の 1/2 以内（上限：１路線につき 200 万円）  

・経常費用－経常収益  

・ＮＰＯ等への市町補助額 
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(7) 交通に関する新たな技術の動き 

移動に対する安全性や快適性、容易性などが求められる中、超小型モビリティのような新たな交通

手段や、自動車による自動運転といった安全かつ効率的な自動車走行技術、共通 IC カードによる公

共交通利用、電話やインターネットを用いたデマンドバスなど新たな動きが出てきています。 

新しい交通技術や情報通信技術が本格的に実用化され、県内で広く普及すると、各交通手段の使わ

れ方も今とは大きく様変わりしてくるものと考えられます。 

 

◆超小型モビリティ 

超小型モビリティとは、超小型の電気自動車であり、交通の抜本的な省エネルギー化に資するとと

もに、高齢者を含むあらゆる世代に新たな地域の手軽な移動手段を提供し、生活・移動の質の向上を

もたらす、省エネ・少子高齢化時代の「新たなカテゴリー」の乗り物として、その普及が期待されて

います。 

 

◆自動車の自動運転 

自動車メーカーや自動車関連企業など各社では交通事故や渋滞解消に向け最先端技術を駆使した

システム開発が行われており、中でも車両間通信や車両と道路との間の通信による自動運転の技術開

発が積極的に行われています。 

トヨタ自動車では高速道路で先行車両と無線で通信しながら追従走行する運転支援システムを開

発したと発表し、2010 年代半ばの商品化を目指している（平成 25 年 10 月 11 日付ブルームバーグ記

事）など、近い将来の実用化が期待されます。 

 

◆共通 IC カードによる公共交通利用 

JR、私鉄を中心に公共交通の IC カード利用が進んでいますが、平成 25 年 3 月 23 日からは全国 10

種類の IC カードが共通利用できるようになりました。 

これらの IC カードは公共交通のみならず、大規模小売店舗やコンビニエンスストアなどの商業施

設でも利用できるため、IC カードを活用した買物での公共交通利用者に対する割引制度など、公共

交通の利用促進に関する取組が今後考えられます。 

 

◆電話やインターネットを用いたデマンドバス 

玉城町では利用者が事前に申し出た乗車場所や時間に車両が向かい、希望する目的地まで運ぶオン

デマンド形式によるバスが運行されています。 

予約は電話やインターネットで行い、スマートフォンを用いると位置情報機能により停留所の位置

が地図上に示されるようになっています。利用者の申し出に従って、走行ルートが変わるシステムに

なっており、利用者のニーズに臨機応変に対応できるようになっています。 

 

◆鉄道のハイブリッド車両 

鉄道のディーゼル車は電車に比べて燃料の消費効率が悪く、CO2の排出量も多くなります。そこで、

燃料消費効率の改善のため、近年は、ディーゼルエンジンと蓄電池を組み合わせて駆動力に電気モー

ターを使用するハイブリッド車両が開発されています。さらに、電化区間では架線集電、非電化区間

ではエンジン発電機の電力でモーターを駆動するハイブリッド車両の開発も進められています。 
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２－２ 三重県の交通課題 

(1) 県民生活の幸福度向上のための課題 

◆円滑に移動可能な交通の実現 

 交通は、人や物の自由な移動を支える重要な社会基盤です。そのため、高齢者や障がい者をはじめ、

妊産婦、乳幼児を同伴する人などにとっても移動に支障なく、子どもや外国人なども含め、すべての

人にとってわかりやすく、円滑に移動できる交通の実現が必要不可欠です。 

 

◆安全・安心な移動の実現 

 交通は、あらゆる社会経済活動の基盤となるものであり、交通の機能が常に適切に発揮されること

が、県民の暮らしの安定につながります。 

 そのため、事故や異常気象、自然災害などによる交通の運行障害の低減、また、長期にわたり利用

される交通施設の老朽化への対応などにより、交通の安定的な機能維持を図ることが必要です。 

 

◆環境にやさしい交通の実現 

 三重県内の旅客交通の 9 割近くは自家用乗用車が占めており、自家用車の保有台数が増加の一途を

辿る現状においては、温室効果ガスの大きな排出源となっています。 

 三重県では、「三重県地球温暖化対策実行計画」に基づき、温室効果ガスの排出量の削減に取り組

んでおり、自動車からの排出についても、低燃費車や電気自動車などへの移行促進や、自転車や公共

交通への転換などを通して減少させることで、環境にやさしい交通の実現を図る必要があります。 

 また、三重県北部の６市町（四日市市、桑名市（旧多度町を除く）、鈴鹿市、木曽岬町、朝日町、

川越町）は、自動車 NOX・PM 法の対策地域に指定されていることから、引き続き、二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の大気環境基準を確保するため、自動車から排出される二酸化窒素及び浮遊粒子状物

質を削減していく必要があります。 

 

◆県民の健康を育む交通の実現 

 高齢者はもとより県民全体が元気に生活や活動につながる一歩として、移動の際に自分の体を動か

すことで、健康を維持していくことが効果的です。県民の健康を育むために、過度な自家用車依存か

ら徒歩や公共交通、自転車といった、軽度の運動を伴う移動を普段から行ってもらうことが重要であ

ると考えます。 
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(2) 広域交通面での課題 

◆ミッシングリンクの解消 

 南部地域では整備が行われていた紀勢自動車道、熊野尾鷲道路が供用され、尾鷲市中心部を除いて

熊野市までの高規格幹線道路が供用されましたが、未だ未事業化区間が存在するなど、三重県の道路

整備は道半ばにあり、地域の安全・安心を支えるためミッシングリンクの解消が求められています。

また、北・中部地域では東名阪自動車道がネットワーク上のボトルネックとなっていることから、交

通渋滞が発生し、県民生活に大きな支障を来しているため、これらを解消するために、県内道路の早

期の整備が求められています。 

 

 

◆広域公共交通網へのアクセス交通の強化 

 三重県の現状においては、県外へのアクセスには名古屋駅や中部国際空港、関西国際空港など他府

県の広域交通結節点を利用することとなります。県内外や国内外とのアクセスを活発にし、経済や観

光での交流を強化するためには、広域交通結節点へのアクセス機能を強化することが求められます。 

 今後、リニア中央新幹線が整備される際には県内駅が広域交通の結節点となるため、あわせて県内

各地域からのアクセス機能を整備することが必要となります。 

 

 

◆地域間交通ネットワークの機能向上 

 主要都市が県内に広く分散しており、各都市が鉄道（JR、近鉄など）や幹線道路で繋がっていま

す。このうち JR は、県内には広域的な路線として関西本線、紀勢本線がありますが、非電化、単線

区間が比較的多いため、利便性が低い状況にあります。 

 県内外と交流・連携し、地域づくりや産業振興等を進めていくためには、県民の皆さんが広域的に

移動できる基盤が重要です。三重県内の都市間連携をこれまで以上に進めるためにも、地域間を高速

で結ぶ交通網を整備促進し、さらに充実させていく必要があります。 

 

 

◆観光地への円滑なアクセスの確保 

 三重県内には伊勢神宮や世界遺産となっている熊野古道など多くの観光地があり、特に県外や海外

からの観光客が増加しています。 

 今後、リニア中央新幹線が整備された際には県内へのアクセス性が飛躍的に高まることから、県内

での交通結節拠点と観光地、および観光地同士との間で、移動しやすくなるよう、交通機関のダイヤ

の接続や、継ぎ目のない乗り継ぎや交通結節点でのわかりやすい案内など、県内へ来訪されたお客様

を円滑に目的地へお連れするためのアクセスの確保が必要です。 

 

◆総合港湾としての四日市港の機能強化 

 四日市港は、名古屋港と連携しながら背後圏産業を物流面から支え、コンテナのみならず、バルク

貨物を含めた総合港湾としての役割を果たしていくことが求められています。 

 

(1)道路網・港湾整備の推進に関する現状と課題－①に対応 

※みえ県民力ビジョンにおける課題への対応を指します 

(1)道路網・港湾整備の推進に関する現状と課題－④に対応 

(2)公共交通網の整備に関する現状と課題－③に対応 

(2)公共交通網の整備に関する現状と課題②に対応 
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(3) 地域交通面での課題 

◆地域ぐるみでの生活交通の維持 

 廃止された路線バスの代替手段として、また公共交通不便地域での生活の移動手段の確保のため、

各市町がコミュニティバスを運行しています。この他、利用者の少ない路線バスや鉄道の維持のため、

県や市町からの補助金等による支援も行っています。しかしながら、行政だけの財政負担にも限界が

あります。また、特にバスの乗務員の超過勤務と高齢化が進んでおり、若い人のなり手が少ないこと

から、将来的には乗務員不足によって生活交通が運行できない状況が訪れる恐れがあります。 

 今後は行政に加え、県民、ＮＰＯ、アクティブシチズン6、企業、交通事業者の参画の下で、適切

な役割分担を果たしながら、持続可能な地域公共交通の維持が求められています。 

 

 

◆県内道路の整備 

 地域内の重要な拠点（防災、医療、高速道路のインターチェンジなど）のアクセス性の向上や、地

域公共交通を担うバスの定時性を確保していく観点からも、広域交通を補完する幹線道路や生活交通

を支える補助幹線道路の役割を担う道路網の改築整備を進めていく必要があります。 

 

 

◆観光地および施設周辺での局地的な混雑の解消 

 県内には全国的にも集客力の高い観光地が数多くあり、県内各地とは鉄道網や幹線道路網で結ばれ

ていますが、観光地および施設周辺では特に大規模イベントの際に大規模な混雑が発生しており、来

訪者の方々や近隣にお住まいの皆様に多大な迷惑がかかっています。今後は、公共交通の活用などに

よる来訪者輸送の効率化など、局地的な混雑を解消し、施設まで円滑に輸送するための仕組みが求め

られます。 

 

◆新たな交通技術や情報通信技術を活用した交通のあり方の検討 

 超小型モビリティや自動運転技術の実用化、IC カードやスマートフォンのさらなる普及などによ

り、公共交通の利便性が大きく向上したり、これまで移動が困難だった方々への支援ができるように

なり外出する機会が増えたりするなど、人々や物の移動が今後大きく変わってくると思われます。そ

れとともに、交通基盤の使われ方も変わってくることが想定されるため、将来の変化を見据えた今後

の地域の交通基盤のあり方を検討する必要があります。 

 

  

                                                 
6
 社会における自らの役割と責任を自覚し、積極的に社会に参画する住民（みえ県民力ビジョンより） 

(2)公共交通網の整備に関する現状と課題－②に対応 

(1)道路網・港湾整備の推進に関する現状と課題－①に対応 

※みえ県民力ビジョンにおける課題への対応を指します 
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(4) 安全・安心な交通の確保のための課題 

◆命を支える道路の整備 

 広域に被害を及ぼす台風や集中豪雨、さらに南海トラフ巨大地震による津波被害など、自然災害の

脅威は、今後一層深刻化することが予測されており、これらの災害から地域の安全・安心を支える道

路の整備、ミッシングリンクの解消が求められています。 

  

 

 

◆災害に強い交通施設の整備の推進 

 自然災害に対する交通面における安全性・信頼性の確保へ向けて、代替性の高い交通ネットワーク

の形成や、駅や港湾施設、道の駅などの交通施設における防災機能の強化が求められます。 

  

 

 

◆交通基盤の計画的な維持管理や施設の耐震性の向上 

 今後、施設の高齢化や整備に伴い増加する道路・港湾施設にかかる維持管理コストの増大が予想さ

れる中、利用者の安全性、利便性を確保するため、老朽化した施設の改良、更新や道路舗装等の計画

的な維持管理、施設の耐震性の向上が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)道路網・港湾整備の推進に関する現状と課題－②に対応 

(1)道路網・港湾整備の推進に関する現状と課題－③に対応 

(1)道路網・港湾整備の推進に関する現状と課題－③に対応 

※みえ県民力ビジョンにおける課題への対応を指します 
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３－２ 20 年後の三重県の交通のめざす姿 

 

めざす姿１：県民の日常生活を支える交通であること 

 生活交通は、県民の日常生活を支える基盤です。三重県ではこれまで生活交通の面では自家用車へ

の依存が進んでいましたが、車社会の進展による公共交通の衰退に伴って交通不便地域、公共交通空

白地域が生じるなど、地域によっては交通の基本的な機能が損なわれつつあります。 

そのため、自家用車の運転に不安が生じる高齢者の増加、特に核家族化による独居高齢者の増加や、

環境にやさしい交通体系の構築の観点からは、自家用車への依存から目的や場所・人数、天候など状

況に応じた徒歩、自転車、公共交通、自家用車の賢い使い分けができる交通への転換が求められてい

ます。 

 今後は、地域コミュニティの自助共助ができる仕組みが進められていると同時に、地域交通におい

ては命に関わる生活交通の維持・確保が適切に行われ、バリアフリー化による円滑な移動が確保され

ています。これによって、県民の誰もが移動を通して、生活することの充実や幸せを実感が増してい

ます。 

 これからの地域公共交通は、交通事業者の努力のみによって維持するのではなく、県民、ＮＰＯ、

アクティブシチズン、企業、交通事業者、行政（国、県、市町）がそれぞれの地域コミュニティで、

適切な役割分担を果たしながら、県民が生きがいを持ちながら定住できるようその維持が図られてい

ます。 

 また、地域公共交通のみならず、自家用車や徒歩、自転車など多様な交通手段が利用する道路網に

ついては、改築整備や維持管理が適切に行われ、安全かつ快適に移動できるようになっています。 

 

めざす姿２：県民の多様な交流・連携活動及び産業経済活動を支える交通であること 

 広域交通は、人や物を円滑に結びつけることによって暮らしを支え、社会の活力増進の基盤となり

ます。 

 主な高速道路や地域高規格道路が概成するとともに、県内各地から高速道路や地域高規格道路まで

の接続道路が整備されることで、県民は県内県外問わず、自家用車あるいは鉄道、バス等の手段で県

内外への遠距離移動を可能にし、日帰りで行ける地域が広がっています。 

 またリニアや関西国際空港、中部国際空港を利用して、国内外から多くの人が業務や観光で訪れる

ようになり、県民の多様な交流・連携活動及び産業経済活動が盛んになっています。 

 

めざす姿３：安全で災害に強い交通であること 

 近年の地震や台風、集中豪雨などの多発、また、南海トラフ地震に対する警戒により、災害に対し

て不安を感じている人が増加してきた中で、東日本大震災により防災対策や危機管理に対する意識が

高まっています。 

 災害に対する交通の頑健性や代替性を持たせることで、安全で災害に強い交通基盤・サービスを形

成するとともに救急医療活動や県民の経済活動、日常生活を支えます。さらに、交通基盤・サービス

を軸に、県内でともに助け合いながら被災した地域がいち早く復興できるようになっています。 

 平常時の交通に対する安全対策を合わせて行うことで、交通事故の中で増加しつつある高齢者が関

係する交通事故を減らし、県民の安全な日常生活を支えます。 
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(6) 自家用車の適切な使い方の推進 

 自家用車は他の交通機関に比べて、道路が通じている場所であれば、いつでもどこでも移動できる

交通手段であり、また、公共交通や自転車と比べると、人の動きや荷物の輸送に対し人数や物量など

様々な面で柔軟性が高いことから、今後とも地域交通の中で重要な役割を担い続けます。しかしなが

ら、公共交通利用に比べて環境負荷の大きな交通手段であることから、他の交通手段との適切な使い

分けと共に、環境への負荷低減策の推進を図ります。 

 

(7) 高齢者の交通安全対策の推進 

 本県も少子高齢人口減少社会を迎え、県内人口に占める高齢者の割合が今後も高くなります。高齢

者は他の年齢階層と比べて交通事故率や事故死亡率も高くなっていることから、公共交通機関の活用

による自動車運転免許証の返納の推進など、高齢者の交通安全対策の推進を図ります。 

 

(8) 快適かつ利便性の高い移動や環境等に資する新たな交通技術や情報通信技術の活用の検討 

 新たな交通技術や情報通信技術は、快適かつ利便性が高く、かつ環境にもやさしい人や物の移動の

実現に大いに活用されるとともに、交通基盤のあり方も変える可能性があります。現在の技術および

今後の動向も見据えて、人々の将来の移動のあり方や交通基盤のあり方を検討します。 

 

(9) まちづくりと連動した交通政策の推進 

 生活の不便さ、公共サービスの低下、環境負荷の増大を防ぎ、住みやすく、また住み続けられるま

ちづくりをめざすうえでも、限られた資源を生かしながら、将来的な土地利用と連動した交通政策を

推進します。 
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４－２ 「県民の多様な交流・連携活動及び産業経済活動を支える交通」を実現する

ための基本方針 

(1) 県内道路の早期整備 

 県内の幹線道路の早期整備を図り、幹線道路ネットワークのミッシングリンクの解消や、ネットワ

ーク上のボトルネックを解消、および高速道路網や地域高規格道路へのアクセス強化や、県内主要都

市へのアクセス強化により、県内および県内外の移動時間の短縮を図ります。 

 

(2) 広域公共交通網へのアクセス交通の強化・検討 

 県内と隣接府県より遠い県外との間を公共交通を用いて移動する際の広域交通結節点となる名古

屋駅、大阪駅、京都駅や中部国際空港、関西国際空港までのアクセス機能の強化を図ります。 

 今後、リニア中央新幹線が整備された際には県内駅が広域交通の結節点となるため、県内駅の設置

位置の計画に合わせて、県内各地域からのアクセス機能を検討します。 

 

(3) 地域間交通ネットワークの機能向上 

 県内外と交流・連携し、地域づくりや産業振興等を進めていくための、県民の皆さんが広域的に移

動できる基盤として、三重県内の都市間連携をこれまで以上に進めるためにも、県内の鉄道線・バス

路線の強化といった地域間を円滑に結ぶ交通網の整備を促進し、地域間ネットワークの機能を向上さ

せます。 

 

(4) 観光地への時間的かつ心理的に円滑な移動の実現 

 三重県内には伊勢神宮や世界遺産となっている熊野古道など多くの観光地があり、特に県外や海外

からの観光客が増加しています。 

 特に、リニア中央新幹線が整備された際には国内外からのアクセス性が飛躍的に高まることから、

次期式年遷宮（平成 45 年）には国内・海外から多くの観光客が訪れるものと期待されます。そのた

め、県内での交通結節拠点と観光地、および観光地同士との間で、移動しやすくなるよう、交通機関

のダイヤの接続や、継ぎ目のない乗り継ぎや交通結節点でのわかりやすい案内、交通需要マネジメン

トによる観光地周辺の円滑な交通処理の実現など、県内への観光客を、時間的にも心理的にも円滑に、

抵抗なく目的地へ案内できるようにします。 

 

(5) 総合港湾としての四日市港の機能強化 

 四日市港において、背後圏産業の国際競争力維持・強化を物流面から支えるための港湾施設や臨港

道路の整備および住民の安全・安心に向けた取組を促進します。 
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４－３ 「安全で災害に強い交通」を実現するための基本方針 

(1) 命を支える道路の整備 

 大規模地震等において、地域の孤立を防ぎ、円滑な救助、救援および復興活動のほか、円滑な救急

医療ができるように高規格幹線道路、直轄国道および県管理道路と一体となった道路網の整備、緊急

輸送道路ネットワークの形成を進めます。 

 また、ミッシングリンクとなっている未事業化区間の早期事業化を図ることで、高速道路網や地域

高規格道路、県内主要都市へのアクセス性を高め、命を支える道路ネットワークを築きます。 

 

(2) 災害に強い交通施設の整備と災害発生時の交通基盤を活用した地域の支え合い 

 自然災害に対する交通面における安全性・信頼性の確保へ向けて、代替性が高く、強靱な交通ネッ

トワークの形成や、駅や港湾施設、道の駅などの施設における防災機能の強化を図ります。 

 また、災害発生時に地域の復興を早めるために交通基盤施設の活用を進めるとともに、被災した地

域間の支え合い等を通した県民全員の助け合いの意識の醸成を図ります。 

 

(3) 交通基盤の計画的な維持管理や施設の耐震性の向上 

 今後、施設の老朽化や整備に伴い増加する道路・港湾施設にかかる維持管理コストの増大が予想さ

れる中で、利用者の日頃の移動や、災害時の避難行動に対する安全性や利便性を確保するため、老朽

化した施設の改良や更新、道路舗装等の計画的な維持管理、施設の耐震性の向上を図り、交通基盤の

機能を保ちます。 


